
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

九
一

告

示

○
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
可
し
た
件

九
一

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件

九
二

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

九
二

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件

九
三

○
都
市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
件

九
四

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件
二
件

九
四

○
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

九
四

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

九
五

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九
六

正

誤

○
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
付
け
定
例
第
二
千
八
百
五
十
号
中

一
〇
二

規

則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
九
号

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
〇
・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
の
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
経
営
金
融
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
十
六
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

佐
藤

武
治

福
島
市
笹
谷
字
中
町
四

福
島
市
笹
谷
字
中
町
八
―
七
ほ
か
十
四
筆

遊
佐

利
右
衞

福
島
市
笹
谷
字
西
小
楢

福
島
市
笹
谷
字
山
王
前
二
三
ほ
か
五
筆

門

一
八

佐
藤

幹
彦

福
島
市
笹
谷
字
塗
谷
地

福
島
市
大
笹
生
字
福
田
四
二
ほ
か
三
筆

六
三

渡
邊

次
男

福
島
市
大
笹
生
字
水
口

福
島
市
大
笹
生
字
鰻
堀
二
六
―
一
ほ
か
三
筆

一
七
―
一

株
式
会
社

カ

福
島
市
大
笹
生
字
横
堀

福
島
市
大
笹
生
字
中
谷
地
六
五
―
一
ほ
か
二

ト
ウ
フ
ァ
ー
ム

一
二
―
一

十
一
筆

───────────────────────────────────────────────────────────
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株
式
会
社

斎

福
島
市
飯
坂
町
中
野
字

福
島
市
飯
坂
町
中
野
字
中
江
一
二
ほ
か
九
筆

藤
果
樹
園

森
三
一

佐
藤

正
吉

福
島
市
鎌
田
字
船
前
一

福
島
市
山
口
字
天
神
二
三
ほ
か
二
筆

二
―
二

栗
原

正
司

福
島
市
大
波
字
水
戸
内

福
島
市
大
波
字
城
前
七
五
―
一
ほ
か
五
筆

一
二
―
三

油
井

健
治

福
島
市
仁
井
田
字
北
屋

福
島
市
八
木
田
字
水
神
二
四
ほ
か
十
三
筆

敷
五

大
友

伸
夫

福
島
市
上
名
倉
字
杢
玉

福
島
市
荒
井
字
北
原
西
二
七
―
一
ほ
か
二
筆

一
二

曵
地

正
人

福
島
市
荒
井
字
苗
代
添

福
島
市
荒
井
字
竹
ノ
内
八
二
ほ
か
十
三
筆

四
三
県
住
二
―
四
〇
二

丹
治

正
志

福
島
市
平
石
字
山
発
田

福
島
市
平
石
字
熊
野
前
三
ほ
か
一
筆

一

株
式
会
社

オ

福
島
市
上
名
倉
字
杢
玉

福
島
市
平
石
字
原
高
屋
一
六
―
一
ほ
か
一
筆

ブ
リ
ガ
ー
ド

一
二

茂
木

文
一

福
島
市
松
川
町
水
原
字

福
島
市
松
川
町
水
原
字
町
田
五
四
ほ
か
六
筆

中
屋
敷
八
五

株
式
会
社

松

福
島
市
松
川
町
浅
川
字

福
島
市
松
川
町
字
速
見
一
五
ほ
か
六
筆

川
ア
グ
リ
農
産

柳
作
八
―
一

古
関

善
寛

福
島
市
飯
野
町
大
久
保

福
島
市
飯
野
町
大
久
保
字
流
田
三
六
ほ
か
九

字
小
池
三
〇

筆

鈴
木

伸
一

白
河
市
舟
田
水
口
二
一

白
河
市
板
橋
大
塚
九
―
一
ほ
か
十
筆

鈴
木

滋
夫

白
河
市
表
郷
金
山
字
荒

白
河
市
表
郷
金
山
字
白
旗
一
―
一
ほ
か
七
筆

屋
五

株
式
会
社

吉

白
河
市
表
郷
金
山
字
竹

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
金
沢
内
字
細
町
一
八

野
家
フ
ァ
ー
ム

ノ
内
三
五

福
島

農
事
組
合
法
人

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
見

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
新
村
北
四
八
六
ほ
か
十

結
乃
村
農
楽

祢
五
二
六
九

九
筆

団神
田

功

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
横

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
津
金
沢
八
七
―
一
ほ
か

マ
ク
リ
五
七
〇
―
一

二
筆

渡
部

誠

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
町

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
新
六
百
苅
七
八
ほ
か
二

尻
三
三
八

筆

高
橋

孝
雄

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字
太
郎
丸
一
五
八
ほ

字
太
郎
丸
三
三
二
二

か
二
十
筆

佐
藤

敏
朗

喜
多
方
市
上
三
宮
町
吉

喜
多
方
市
上
三
宮
町
吉
川
字
北
原
七
三
―
一

川
字
反
田
四
〇
八
八

ほ
か
十
六
筆

二

認
可
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
九
年
二
月
十
三
日
小
谷
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長
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路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
釜
子

白
河
市
東
形
見
字
水
境
四

変
更
前

七
・
五
〜

二
五
八
・
〇

金
山
線

二
番
一
六
地
先
か
ら

二
五
・
九

同

市
表
郷
八
幡
字
大
山

下
七
四
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

七
・
五
〜

二
五
八
・
○

二
五
・
九

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
い
わ

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
笠

変
更
前

八
・
○
〜

一
○
三
・
○

き
石
川
線

井
二
七
番
一
地
先
か
ら

一
三
・
一

同

市
常
磐
湯
本
町
笠

井
四
四
番
三
地
先
ま
で

変
更
後

九
・
三
〜

一
○
三
・
○

三
四
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
釜
子
金
山
線

白
河
市
東
形
見
字
水
境
四
二
番
一
六
地

平
成
二
九
年
二
月
二
四
日

先
か
ら

同

市
表
郷
八
幡
字
大
山
下
七
四
番
一

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
熱
塩
加
納
山
都
西

喜
多
方
市
山
都
町
一
ノ
木
字
飯
豊
山
乙

平
成
二
九
年
二
月
二
四
日

会
津
線

四
七
三
一
番
三
二
九
林
班
と
二
小
班
地

先
か
ら

同

市
山
都
町
一
ノ
木
字
飯
豊
山
乙

四
七
三
一
番
三
二
九
林
班
と
二
小
班
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
い
わ
き
石
川
線

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
笠
井
一
番
一
地

平
成
二
九
年
二
月
二
四
日

先
か
ら

同

市
常
磐
湯
本
町
笠
井
二
七
番
一
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

い
わ
き
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
五
・
百
三
十
一
号

搔
槌
小
路
幕
ノ
内
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

い
わ
き
市
平
字
田
町
、
字
旧
城
跡
、
字
柳
町
、
字
四
軒
町
、
字
鷹
匠
町
、

字
梅
香
町
、
字
紅
葉
町
、
字
権
現
塚
及
び
字
九
品
寺
町
地
内

使
用
の
部
分

な
し

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

公

告

公
告
第
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

新
田
堰
地
区
に
係
る
県
営
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
（
平
成

年
災
）
の
工
事
は
、
平
成
二
十
八
年

27

九
月
二
十
六
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

金
井
沢
堰
地
区
に
係
る
県
営
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
（
平
成

年
災
）
の
工
事
は
、
平
成
二
十
八

27

年
十
一
月
九
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
四
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
熊
町
か
ら
富

岡
都
市
計
画
一
団
地
の
復
興
再
生
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）
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公 告 第 ４ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 流 域 下 水 道 （ 県 中 ・ 田 村 処 理 区 ）

維 持 管 理 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品
等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下 「 特 例 政
令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第 2 7 4条 の 1 1第
１ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 9年 ２ 月 2 4日
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 青 山 徹

１ 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
流 域 下 水 道 （ 県 中 ・ 田 村 処 理 区 ） 維 持 管 理 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 郡 山 市 日 和 田 町 字 山 ノ 井 ５ 番 地

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 2 9年 １ 月 3 1日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
テ ス コ 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 西 神 田 一 丁 目 ４ 番 ５ 号

５ 落 札 金 額
1 , 1 5 8 , 6 2 4 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 2 2年 政 令 第 1 6号 ） 第 1 67条 の 10の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 総 合 評

価 一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

平 成 2 8年 1 1月 1 8日
（ 総 務 課 ）

福
島
県
公
安
委
員
会

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 9年 ２ 月 2 4日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 １ 号

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 3 5年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 1 4号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
第 1 1条 第 1 1号 中 「 中 型 自 動 車 」 の 次 に 「 、 準 中 型 自 動 車 」 を 加 え る 。
第 1 9条 中 「 第 3 4条 の ５ 第 ４ 号 」 の 次 に 「 又 は 第 ５ 号 」 を 加 え る 。
第 2 0条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（ 路 上 練 習 申 告 書 ）

第 20条 大 型 自 動 車 免 許 （ 以 下 「 大 型 免 許 」 と い う 。 ） 、 中 型 自 動 車 免 許 （ 以 下 「 中 型
免 許 」 と い う 。 ） 、 準 中 型 自 動 車 免 許 （ 以 下 「 準 中 型 免 許 」 と い う 。 ） 、 普 通 自 動 車
免 許 （ 以 下 「 普 通 免 許 」 と い う 。 ） 、 大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 （ 以 下 「 大 型 第 二 種 免 許 」
と い う 。 ） 、 中 型 自 動 車 第 二 種 免 許 （ 以 下 「 中 型 第 二 種 免 許 」 と い う 。 ） 又 は 普 通 自
動 車 第 二 種 免 許 （ 以 下 「 普 通 第 二 種 免 許 」 と い う 。 ） の 免 許 試 験 を 受 け よ う と す る 者
（ 令 第 3 4条 の ３ か ら 令 第 3 4条 の ５ ま で の 規 定 に よ り 法 第 9 7条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事
項 に つ い て 行 う 試 験 を 免 除 さ れ る 者 を 除 く 。 ） は 、 免 許 申 請 書 に 様 式 第 1 2号 の 路 上 練
習 申 告 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。
第 2 1条 第 １ 号 中 「 大 型 特 殊 免 許 」 を 「 大 型 特 殊 自 動 車 免 許 （ 以 下 「 大 型 特 殊 免 許 」 と

い う 。 ） 」 に 改 め る 。
第 2 9条 の ３ 第 １ 項 中 「 第 9 7条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 イ 」 の 次 に 「 、 法 第 1 0 1条 の ４ 第 ２ 項

又 は 法 第 1 0 1条 の ７ 第 １ 項 」 を 加 え る 。
第 3 0条 の 見 出 し を 「 （ 臨 時 適 性 検 査 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 （ 仮 運 転

免 許 （ 以 下 「 仮 免 許 」 と い う 。 )の 免 許 試 験 に 合 格 し た 者 に つ い て 行 う と き を 除 く 。 ） 」
を 削 り 、 同 項 第 ２ 号 中 「 規 定 よ り 」 を 「 規 定 に よ り 」 に 、 「 仮 免 許 」 を 「 仮 運 転 免 許 （ 以
下 「 仮 免 許 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。
第 3 0条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

３ 法 第 1 0 2条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に よ り 、 医 師 の 診 断 書 の 提 出 を 命 ず る と き
は 、 様 式 第 1 9号 の ４ の 診 断 書 提 出 命 令 書 に よ り 行 う 。
第 30条 の ２ 中 「 様 式 第 19号 の ４ 」 を 「 様 式 第 19号 の ５ 」 に 、 「 様 式 第 19号 の ５ 」 を 「 様

式 第 1 9号 の ６ 」 に 改 め る 。
第 3 0条 の ３ 第 １ 項 中 「 様 式 第 1 9号 の ６ 」 を 「 様 式 第 1 9号 の ７ 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中

「 様 式 第 1 9号 の ７ 」 を 「 様 式 第 1 9号 の ８ 」 に 改 め る 。
第 3 0条 の ４ 第 １ 項 中 「 様 式 第 1 9号 の ８ 」 を 「 様 式 第 1 9号 の ９ 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中

「 様 式 第 1 9号 の ９ 」 を 「 様 式 第 1 9号 の 1 0」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 様 式 第 1 9号 の 1 0」 を
「 様 式 第 1 9号 の 1 1」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 項 中 「 様 式 第 1 9号 の 1 1」 を 「 様 式 第 1 9号 の 1 2」 に
改 め る 。
第 36条の ６の 見 出し 及び 同 条第 ２項 中「 中 型免 許」 の 次に 「、 準 中型 免許 」を 加 える 。
第 3 6条 の ７ の 見 出 し 中 「 大 型 二 輪 免 許 又 は 普 通 二 輪 免 許 」 を 「 大 型 自 動 二 輪 車 免 許 又

は 普 通 自 動 二 輪 車 免 許 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 大 型 二 輪 免 許 試 験 」 を 「 大 型 自 動 二 輪
車 免 許 試 験 」 に 、 「 普 通 二 輪 免 許 試 験 」 を 「 普 通 自 動 二 輪 車 免 許 試 験 」 に 改 め る 。
第 3 6条 の ８ の 見 出 し 中 「 原 付 免 許 」 を 「 原 動 機 付 自 転 車 免 許 」 に 改 め る 。
様 式 第 1 2号 及 び 様 式 第 1 9号 を 次 の よ う に 改 め る 。

様 式 第 12号 （ 第 2 0条 関 係 ）

路 上 練 習 申 告 書

年 月 日

申 告 者

下 記 の と お り 路 上 練 習 を 行 つ た の で 申 告 し ま す 。

練 習 場 所 同 乗 指 導 者
練 習 月 日

(使用車両ﾅﾝﾊﾞｰ) 氏 名 生 年 月 日 所 持 免 許

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市 町 村

月 日 一 円 年 月 日

( )

市 町 村

月 日 一 円 年 月 日

( )

市 町 村

月 日 一 円 年 月 日

( )

市 町 村

月 日 一 円 年 月 日

( )

市 町 村

月 日 一 円 年 月 日

( )

市 町 村

月 日 一 円 年 月 日

( )

注 ３ か 月 以 内 の 練 習 を 申 告 し て く だ さ い 。

様 式 第 19号 （ 第 30条 関 係 ）

福 公 委 （ ） 第 号

臨 時 適 性 検 査 通 知 書

年 月 日

住 所
様

福 島 県 公 安 委 員 会 印

あ な た は 、 認 知 機 能 検 査 の 結 果 、 「 記 憶 力 ・ 判 断 力 が 低 く な つ て い る 」 と の 判
定 を 受 け た こ と か ら 、 道 路 交 通 法 に よ る 臨 時 適 性 検 査 （ 認 知 症 の
専 門 医 に よ る 診 断 ） を 受 け て い た だ く こ と と な り ま し た の で 、 通 知 し ま す 。
こ の 通 知 を 受 け 、 や む を 得 な い 理 由 な く 臨 時 適 性 検 査 を 受 け な い 場 合 は 、 運 転

免 許 の の 処 分 を 受 け る こ と と な り ま す の で 、 御 注 意 く だ さ い 。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
適性検査を行う理由となつた

認 知 機 能 検 査 の 結 果

午 前
適 性 検 査 を 行 う 期 日 年 月 日 時 分 か ら

午 後

適 性 検 査 を 行 う 場 所

そ の 他 必 要 な 事 項

備 考

備 考
１ 道 路 交 通 法 第 10 2条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 適 性 検 査 に 係 る 通 知 を 受 け た 方 が 、
認 知 症 の 検 査 及 び 診 断 結 果 が 記 載 さ れ た 専 門 医 又 は 主 治 医 （ か か り つ け 医 ） の
診 断 書 を 提 出 し た 場 合 に は 、 臨 時 適 性 検 査 （ 認 知 症 の 専 門 医 に よ る 診 断 ） を 受
け る 必 要 は あ り ま せ ん 。

２ 診 断 書 を 提 出 す る 場 合 は 、 年 月 日 ま で に 、 福 島 県 警 察 本 部 交 通 部
運 転 免 許 課 係 に 提 出 し て く だ さ い 。

３ こ の 通 知 に つ い て 、 不 明 な 点 が あ る 場 合 に は 、 福 島 県 警 察 本 部 交 通 部 運 転 免
許 課 係 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

様 式 第 1 9号 の 1 1を 様 式 第 1 9号 の 1 2と し 、 様 式 第 1 9号 の ４ か ら 様 式 第 1 9号 の 1 0ま で を １
様 式 ず つ 繰 り 下 げ 、 様 式 第 1 9号 の ３ の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。
様 式 第 19号 の ４ （ 第 3 0条 関 係 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 指 令 （ ） 第 号

診 断 書 提 出 命 令 書

年 月 日

住 所
様

福 島 県 公 安 委 員 会 印

あ な た は 、 認 知 機 能 検 査 の 結 果 、 「 記 憶 力 ・ 判 断 力 が 低 く な つ て い る 」 と の 判
定 を 受 け た こ と か ら 、 道 路 交 通 法 第 1 0 2条 第 項 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 、
道 路 交 通 法 施 行 規 則 第 2 9条 の ３ 第 ３ 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た す 医 師 の 診 断 書 （ 認
知 症 の 専 門 医 又 は 主 治 医 （ か か り つ け 医 ） が 作 成 し た 診 断 書 で あ っ て 、 診 断 に 係
る 検 査 の 結 果 及 び 認 知 症 に 該 当 し な い と 認 め ら れ る か ど う か に 関 す る 当 該 医 師 の
意 見 が 記 載 さ れ て い る も の ） を 提 出 し て い た だ く よ う お 願 い し ま す 。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
な お 、 や む を 得 な い 理 由 な く 診 断 書 を 提 出 し な い 場 合 は 、 運 転 免 許
さ れ る こ と と な り ま す の で 、 御 注 意 く だ さ い 。
ま た 、 提 出 さ れ た 診 断 書 が 上 記 の 要 件 （ 認 知 症 の 専 門 医 又 は 主 治 医 （ か か り つ

け 医 ） が 作 成 し た 診 断 書 で あ っ て 、 診 断 に 係 る 検 査 の 結 果 及 び 認 知 症 に 該 当 し な
い と 認 め ら れ る か ど う か に 関 す る 当 該 医 師 の 意 見 が 記 載 さ れ て い る も の ） を 満 た
さ な い 場 合 、 上 記 運 転 免 許 の 行 政 処 分 を 行 う か 、 改 め て 臨 時 適 性 検 査 又 は 診 断 書
提 出 命 令 を 行 う こ と と な り ま す の で 、 御 注 意 く だ さ い 。

診 断 書 の 提 出 を 命 ず る 理 由 と

な つ た 認 知 機 能 検 査 の 結 果

診 断 書 の 提 出 期 限 年 月 日

診 断 書 の 提 出 先

備 考

備 考 こ の 命 令 に つ い て 、 不 明 な 点 が あ る 場 合 に は 、 福 島 県 警 察 本 部 交 通 部 運 転 免
許 課 係 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

「
大 中 普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大 け 仮

様 式 第 2 0号 中 自 自 特 引 大
型 型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二 二 型

「
仮 仮
中 普 を
型 通

」

に 改 め る 。

」
「

乗 用 貨 物 大 小
型 型

使 用 の 本 拠 自 大 中 普 大 中 普 特 特
軽 軽

（ 事 業 所 ） 動 型 型 通 型 型 通 殊 殊
様 式 第 2 1号 中 に お け る 自 車

動 車 台 数 及 台
び 運 転 者 数 数

「

自 免 大 型 中 型 普 通 大 特 大 普 小
動 許 使 用

計 自 自 計
二 種 一 二 一 二 一 二 一 二
輪 運 別 種 種 種 種 種 種 種 種 二 二 特 （ 事
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
転 を
者 専 に お
数 従

動 車
予
備 び 運

」

乗 用 貨 物 大 自 免 大 型 中
自 特 動 許

の 本 拠 大 型 準 普 大 型 準 普 ・ 二 計 運 種 一 二 一
動 ・ 中 軽 ・ 中 軽 小 輪 別

業 所 ） 中 型 型 通 中 型 型 通 特 転 種 種 種
車

け る 自 者 専
台 従

台 数 及 数
数

転 者 数 予
備

型 準 普 通 大 特 け ん 引 自
動

二 中 一 二 一 二 一 二 二 計
輪

種 型 種 種 種 種 種 種
に 改 め る 。

」
「 大 型 自 動 車

「 大 型 自 動 車
中 型 自 動 車

中 型 自 動 車
様 式 第 3 5号 中 講 習 申 請 書 を 準 中 型 自 動 車 講 習 申 請 書 に 改 め る 。

普 通 自 動 車
普 通 自 動 車

旅 客 車 」
旅 客 車 」

「
１ 小 型 特 殊 免 許 以 外 の 免 許 を 受 け て い る 者

受 講 者 区 分
様式第40号の２中 （ ⑴ 7 5歳 未 満 ⑵ 7 5歳 以 上 ）

（ ○ で 囲 む 。）
２ 小 型 特 殊 免 許 の み を 受 け て い る 者

」
「

１ 小 型 特 殊 免 許 以 外 の 免 許 を 受 け て い る 者
⑴ 7 5歳 未 満
⑵ 7 5歳 以 上 （ 第 ３ 分 類 ）
⑶ 7 5歳 以 上 （ 第 １ 分 類 、 第 ２ 分 類 ）

受 講 者 区 分 ⑷ 臨 時 高 齢 者 講 習
を に 改 め る 。

（○で囲む。） ２ 小 型 特 殊 免 許 の み を 受 け て い る 者
⑴ 7 5歳 未 満
⑵ 7 5歳 以 上 （ 第 ３ 分 類 ）
⑶ 7 5歳 以 上 （ 第 １ 分 類 、 第 ２ 分 類 ）
⑷ 臨 時 高 齢 者 講 習

」
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「

１ チ ャ レ ン ジ 講 習
講 習 区 分 ２ 特 定 任 意 高 齢 者 講 習 （ 簡 易 講 習 ）

様 式 第 4 0号 の ５ 中
（ ○ で 囲 む 。 ） ３ 特 定 任 意 高 齢 者 講 習 （ シ ニ ア 運 転 者

（ ⑴ 7 5歳 未 満 ⑵ 7 5歳 以 上 ）

「
１ チ ャ レ ン ジ 講 習
２ 特 定 任 意 高 齢 者 講 習 （ 簡 易 講

を 講 習 区 分 ３ 特 定 任 意 高 齢 者 講 習 （ シ ニ ア
講 習 ）

（ ○ で 囲 む 。 ） ⑴ 7 5歳 未 満
⑵ 7 5歳 以 上 （ 第 ３ 分 類 ）

」 ⑶ 7 5歳 以 上 （ 第 １ 分 類 、 第 ２

習 ）
運 転 者 講 習 ）

に 改 め る 。

分 類 ）
」

「

大 型 中 型 普 通 大 特 大 自 二 普 自 二
交 付 を 受 け る

様 式 第 4 1号 中 免 許 原 付 小 特
（ ○ で 囲 む ）

大 二 中 二 普 二 大 特 二 け 引 二

「

け 引
交 付 を 受 け る

を
免 許

」

に 改 め る 。

」

「

大 型 ・ 中 型 ・ 普 通 ・ 大 特 ・ 大 自 二 ・ 普 自 二
技 能 検 定 員 資 格 者 証

け 引 ・ 大 二 ・ 中 二 ・ 普 二

様 式 第 4 2号 中

大 型 ・ 中 型 ・ 普 通 ・ 大 特 ・ 大 自 二 ・ 普 自 二
教 習 指 導 員 資 格 者 証

け 引 ・ 大 二 ・ 中 二 ・ 普 二
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「

技 能 検 定 員 資 格 者 証

を に 改

教 習 指 導 員 資 格 者 証

」
め る 。

附 則
（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 2 9年 ３ 月 1 2日 か ら 施 行 す る 。
（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 以 下 「 改 正
前 の 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ る 申 告 書 、 通 知 書 、 命 令 書 、 届 出 書 、 要 求 書 、 申 請
書 、 変 更 届 、 返 納 届 及 び 納 付 書 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 相 当 規 定
に よ る 申 告 書 、 通 知 書 、 命 令 書 、 届 出 書 、 要 求 書 、 申 請 書 、 変 更 届 、 返 納 届 及 び 納 付
書 と み な す 。

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 作 成 さ れ て い る 改 正 前 の 規 則 様 式 第 1 2号 、 様 式 第 1 9号 の ６
か ら 様 式 第 1 9号 の 1 1ま で 、 様 式 第 2 0号 、 様 式 第 2 1号 、 様 式 第 3 5号 、 様 式 第 4 0号 の ２ 、
様 式 第 4 0号 の ５ 、 様 式 第 4 1号 及 び 様 式 第 4 2号 に よ る 用 紙 は 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す
る こ と が で き る 。

（ 交 通 企 画 課 ）
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